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(57)【要約】
【課題】術者が希望する部位にオートフォーカス制御す
る。
【解決手段】　内視鏡の撮像素子によって得られた被写
体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割領域決定
部と、前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象と
なる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記制御対
象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行う
フォーカス制御部とを具備し、前記選択部は、前記観察
画像の所定の変化が所定期間継続することによって、前
記複数の分割領域のうち前記制御対象分割領域として選
択しないフォーカス制御除外領域を決定し、前記フォー
カス制御除外領域を除く前記複数の分割領域から前記制
御対象分割領域を選択することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割
領域決定部と、
　前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択
部と、
　前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部と
を具備し、
　前記選択部は、前記観察画像の所定の変化が所定期間継続することによって、前記複数
の分割領域のうち前記制御対象分割領域として選択しないフォーカス制御除外領域を決定
し、前記フォーカス制御除外領域を除く前記複数の分割領域から前記制御対象分割領域を
選択することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割
領域決定部と、
　前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択
部と、
　前記複数の分割領域のうち前記制御対象分割領域として選択しないフォーカス制御除外
領域を決定するためのデータであって、前記分割領域の輝度、色度及びコントラストのう
ちの少なくとも１つの状態を検出対象毎に設定した比較用データを記憶する記憶部と、
　前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部と
を具備し、
　前記選択部は、前記観察画像と前記比較用データとの比較結果の内容が所定期間変化し
ないことによって、前記フォーカス制御除外領域を決定し、前記フォーカス制御除外領域
を除く前記複数の分割領域から前記制御対象分割領域を選択することを特徴とする内視鏡
システム。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記検出対象毎に、フォーカス制御方法を含む比較用データを保持し、
　前記フォーカス制御部は、前記比較用データに基づいてフォーカス制御を行うことを特
徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記フォーカス制御部は、前記所定期間の間はフォーカス制御を停止することを特徴と
する請求項１又は２に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記観察画像の所定の変化は、輝度値の変化であることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡システム。
【請求項６】
　前記観察画像の所定の変化は、コントラストの時間的な変化であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記記憶部は、輝度の状態を設定する比較用データを記憶することを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記記憶部は、コントラストの時間的な変化の状態を設定する比較用データを記憶する
ことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記観察画像の所定の変化は、前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域における輝
度値の変化であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記記憶部は、前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域について輝度の状態を設定
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する比較用データを記憶することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記観察画像の所定の変化は、前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域におけるコ
ントラストの時間的な変化であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記記憶部は、前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域についてコントラストの時
間的な変化の状態を設定する比較用データを記憶することを特徴とする請求項２に記載の
内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域は、前記観察画像中の前記内視鏡の挿入部
に配設された鉗子口近傍を撮像した領域であることを特徴とする請求項９乃至１２のいず
れか１つに記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記観察画像の所定の変化は、前記観察画像の中央部と周辺部との間の輝度変化である
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記記憶部は、前記観察画像の中央部と周辺部との間の輝度の状態を設定する比較用デ
ータを記憶することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割
領域決定部と、
　前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択
部と、
　前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部と
を具備し、
　前記選択部は、前記観察画像のうちの所定の分割領域における輝度が所定期間所定のレ
ベル以上になることによって、前記所定の分割領域を前記制御対象分割領域として選択し
ないフォーカス制御除外領域に決定し、前記フォーカス制御除外領域を除く前記複数の分
割領域から前記制御対象分割領域を選択することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１７】
　内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割
領域決定部と、
　前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択
部と、
　前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部と
を具備し、
　前記フォーカス制御部は、前記観察画像の所定の変化が所定期間継続することによって
、前記フォーカス制御として遠点制御を行うことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１８】
　内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を複数の分割領域に分割する分割
領域決定部と、
　前記複数の分割領域からフォーカス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択
部と、
　前記分割領域の輝度、色度及びコントラストのうちの少なくとも１つの状態を検出対象
毎に設定した比較用データを記憶する記憶部と、
　前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部と
を具備し、
　前記フォーカス制御部は、前記観察画像と前記比較用データとの比較結果が所定期間維
持されることによって、前記フォーカス制御として遠点制御を行うことを特徴とする内視
鏡システム。
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【請求項１９】
　ズームレンズを移動させ、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像を拡大
観察可能な内視鏡システムにおいて、
　フォーカス動作を制御するフォーカス制御部と、
　前記ズームレンズを移動させるズームレンズ移動部と、
　前記観察画像内の所定の領域において既知の物体を検知する検知部と、を具備し、
　前記フォーカス制御部は、前記拡大観察時に前記検知部が前記所定の領域において前記
既知の物体を検知した場合には、前記ズームレンズ移動部を制御して前記ズームレンズを
遠点観察位置に移動させることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートフォーカス機能を有する内視鏡を用いた内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、医療用分野及び工業用分野において広く利用されている。医療用分野におい
て使用される内視鏡は、細長な挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内を観察可
能にすると共に、挿入部に設けられた処置具チャンネルを介して処置具を体腔内に導入す
ることによって各種処置等を行える。
【０００３】
　このような内視鏡には、観察光学系の焦点を自動調節するオートフォーカス機能を有す
るものがある。オートフォーカス機能を有する内視鏡の一例として特許文献１に開示され
たものがある。
【０００４】
　特許文献１で開示された内視鏡の先端部には、対物観察を行うための対物光学系が配設
されている。この対物レンズの前方にはカバーガラスが覆設されており、対物レンズの後
方には対物レンズによって結像された観察画像を撮像する撮像素子が配設されている。こ
の撮像素子から撮像信号を伝送する信号線が延設されており、この信号線はプロセッサ装
置に電気的に接続されている。プロセッサ装置は、モニタに映像信号を出力して観察画像
を表示させるようになっている。
【０００５】
　また、プロセッサ装置には、マイコンによってパッシブオートフォーカス制御部が構成
されている。対物光学系は、光軸方向に相対的に進退自在な複数のレンズにより構成され
ており、パッシブオートフォーカス制御部は、アクチュエータによってレンズを進退させ
ることにより、オートフォーカス制御を行うようになっている。
【０００６】
　民生用のカメラ等においては、観察画像のほぼ中央部の被写体にオートフォーカスする
ようになっている。しかしながら、例えば内視鏡を管腔に挿入して管腔壁を観察する場合
には、管腔壁は観察画像の周辺部に位置することから、観察画像の周辺部に観察光学系を
フォーカスすることが好ましい。このように、内視鏡においては、民生用のカメラ等とは
異なり、内視鏡の使用方法に応じたオートフォーカス制御が必要である。
【０００７】
　例えば、特許文献１では、消化器官を撮影する場合において、照明光が消化器官を覆う
粘膜上で反射することによって生じるハレーションを考慮したオートフォーカス制御が開
示されている。即ち、特許文献１の発明では、撮像エリアを複数に分割し、各エリア毎に
ハレーションの有無を判定し、ハレーションが生じているエリアを除くエリアにおいて、
コントラストが最も高いエリアにフォーカスを合わせるようになっている。これにより、
ハレーションが発生する場合でも精度良く合焦状態を得るようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２９４７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、内視鏡は被写体を観察するために体腔内に挿入され、しかも患部等に対
する各種処置にも用いられる。このため、患部等のフォーカスを合わせたい部位以外の部
分にオートフォーカス制御されてしまうことが多い。例えば、体腔内に挿入されることか
ら対物光学系の先端に汚れが付着することがある。この場合には、この汚れに合焦してし
まう虞がある。また、観察範囲内に出血が生じていることもある。この場合には、出血部
分に合焦してしまうことがある。また、鉗子等の処置具に合焦したり、患部への送水時に
は送水位置に合焦したりすることがある。特許文献１の装置を用いたとしても、このよう
な場合には希望する部位以外の部位にオートフォーカス制御されてしまう。
【００１０】
　このように、従来、内視鏡システムにおいては、希望する部位にオートフォーカス制御
されないことが多いという問題があった。
【００１１】
　本発明は、希望しない部位にオートフォーカス制御されることを防止して、内視鏡の操
作性を向上させることができる内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る内視鏡システムは、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観察画像
を複数の分割領域に分割する分割領域決定部と、前記複数の分割領域からフォーカス制御
の対象となる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記制御対象分割領域の観察画像に
基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部とを具備し、前記選択部は、前記観察画
像の所定の変化が所定期間継続することによって、前記複数の分割領域のうち前記制御対
象分割領域として選択しないフォーカス制御除外領域を決定し、前記フォーカス制御除外
領域を除く前記複数の分割領域から前記制御対象分割領域を選択することを特徴とするも
のであり、
　また、本発明に係る内視鏡システムは、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観
察画像を複数の分割領域に分割する分割領域決定部と、前記複数の分割領域からフォーカ
ス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記複数の分割領域のうち前
記制御対象分割領域として選択しないフォーカス制御除外領域を決定するためのデータで
あって、前記分割領域の輝度、色度及びコントラストのうちの少なくとも１つの状態を検
出対象毎に設定した比較用データを記憶する記憶部と、前記制御対象分割領域の観察画像
に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部とを具備し、前記選択部は、前記観察
画像と前記比較用データとの比較結果の内容が所定期間変化しないことによって、前記フ
ォーカス制御除外領域を決定し、前記フォーカス制御除外領域を除く前記複数の分割領域
から前記制御対象分割領域を選択することを特徴とするものであり、
　また、本発明に係る内視鏡システムは、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観
察画像を複数の分割領域に分割する分割領域決定部と、前記複数の分割領域からフォーカ
ス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記制御対象分割領域の観察
画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部とを具備し、前記選択部は、前記
観察画像のうちの所定の分割領域における輝度が所定期間所定のレベル以上になることに
よって、前記所定の分割領域を前記制御対象分割領域として選択しないフォーカス制御除
外領域に決定し、前記フォーカス制御除外領域を除く前記複数の分割領域から前記制御対
象分割領域を選択することを特徴とするものであり、
　また、本発明に係る内視鏡システムは、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観
察画像を複数の分割領域に分割する分割領域決定部と、前記複数の分割領域からフォーカ
ス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記制御対象分割領域の観察
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画像に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部とを具備し、前記フォーカス制御
部は、前記観察画像の所定の変化が所定期間継続することによって、前記フォーカス制御
として遠点制御を行うことを特徴とするものであり、
　また、本発明に係る内視鏡システムは、内視鏡の撮像素子によって得られた被写体の観
察画像を複数の分割領域に分割する分割領域決定部と、前記複数の分割領域からフォーカ
ス制御の対象となる制御対象分割領域を選択する選択部と、前記分割領域の輝度、色度及
びコントラストのうちの少なくとも１つの状態を検出対象毎に設定した比較用データを記
憶する記憶部と、前記制御対象分割領域の観察画像に基づいてフォーカス制御を行うフォ
ーカス制御部とを具備し、前記フォーカス制御部は、前記観察画像と前記比較用データと
の比較結果が所定期間維持されることによって、前記フォーカス制御として遠点制御を行
うことを特徴とするものであり、
　また、本発明に係る内視鏡システムは、ズームレンズを移動させ、内視鏡の撮像素子に
よって得られた被写体の観察画像を拡大観察可能な内視鏡システムにおいて、フォーカス
動作を制御するフォーカス制御部と、前記ズームレンズを移動させるズームレンズ移動部
と、前記観察画像内の所定の領域において既知の物体を検知する検知部と、を具備し、前
記フォーカス制御部は、前記拡大観察時に前記検知部が前記所定の領域において前記既知
の物体を検知した場合には、前記ズームレンズ移動部を制御して前記ズームレンズを遠点
観察位置に移動させることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、希望しない部位にオートフォーカス制御されることを防止して、内視
鏡の操作性を向上させることができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡システムの全体概略構成を示す説明図。
【図２】挿入部１１の先端部に内蔵された撮像ユニットの概略構成を示す説明図。
【図３】比較用メモリ４５に記憶されている比較用データの一例を示す説明図。
【図４】本実施の形態における遅延フォーカス制御を説明するためのフローチャート。
【図５】通常フォーカス制御を説明するための説明図。
【図６】鉗子が挿入された場合の遅延フォーカス制御を説明するための説明図。
【図７】鉗子口１７から送水が行われた場合の遅延フォーカス制御を説明するための説明
図。
【図８】近接観察時の遅延フォーカス制御を説明するための説明図。
【図９】本発明の第２の実施の形態において採用される動作フローを示すフローチャート
。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における鉗子検出の変形例を示すフローチャート。
【図１１】他の変形例を示すフローチャート。
【図１２】他の変形例を示すフローチャート。
【図１３】他の変形例を示すフローチャート。
【図１４】横軸にフォーカス位置（距離）をとり縦軸にコントラストをとって、赤色のコ
ントラストＣＲ及び青色のコントラストＣＢの変化を示すグラフ。
【図１５】変形例を説明するための説明図。
【図１６】変形例を説明するための説明図。
【図１７】アクティブ方式のフォーカス制御を行う内視鏡システムを示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡システムの全体概略構成を示す説明図で
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ある。
【００１７】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、内視鏡２と、内視鏡２に照明光を供給する光
源装置５と、内視鏡２によって撮像した画像の信号処理を行うプロセッサ装置４とによっ
て構成される。
【００１８】
　内視鏡２は、体腔内に挿入される細長い挿入部１１を有し、挿入部１１の基端部には操
作者に操作される操作部１２が連設されている。この操作部１２からユニバーサルコード
１３が延出されており、ユニバーサルコード１３の延出端部にはスコープコネクタ１４が
配設されている。
【００１９】
　挿入部１１の先端部には、観察対象を照明する照明光学系の照明レンズ１５が配設され
ている。なお、図１では、２つの照明レンズ１５を有する例を示している。照明レンズ１
５の後端面には、照明光を導光する図示しないライトガイドの先端部が接続されている。
ライトガイドは、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、スコ
ープコネクタ１４まで延設されている。スコープコネクタ１４を光源装置５に接続するこ
とにより、ライトガイドを介して照明レンズ１５に照明光を供給し、照明レンズ１５から
挿入部１１前方の被写体に照明光を照射することが可能である。
【００２０】
　光源装置５はランプ５６を有する。ランプ５６の照明光は、制御回路５１により駆動さ
れる絞り５５の開口により透過光量が調整された後、回転カラーフィルタ５７を介してス
コープコネクタ１４内のライトガイドの入射端面に入射されるようになっている。なお、
これらの制御回路５１、ランプ５６及び絞り５５には、電源回路５３からの電源電圧が供
給されるようになっている。なお、光源装置５にはポンプ５８も設けられており、ポンプ
５８は、内視鏡２内の図示しない吸引チャンネルを介して吸引を行うことができるように
なっている。
【００２１】
　内視鏡２においては、挿入部１１内に、様々な処置具を挿通可能とする図示しないチャ
ンネルが設けてある。このチャンネルは、先端部１１において開口するチャンネル先端開
口（以下、鉗子口という）１７と、操作部１２の前端付近の処置具挿入口１９と、鉗子口
１７及び処置具挿入口１９とを接続する図示しないチャンネルチューブとによって構成さ
れる。
【００２２】
　そして、この処置具挿入口１９から処置具を挿入することにより、処置具の先端側を鉗
子口１７から突出させることができ、患部組織を採取したり、切除などの処置を行うこと
ができるようになっている。また、操作部１２には、挿入部１１の先端を湾曲させるため
のアングルノブ３０、各種スイッチ３１及びタッチセンサ７１も配設されている。
【００２３】
　挿入部１１の先端には、照明レンズ１５に隣接して観察窓１６が設けられている。観察
窓１６の近傍には、観察窓１６に送水等を行って観察窓１６を洗浄するためのノズル１８
が配設されている。
【００２４】
　図２は挿入部１１の先端部に内蔵された撮像ユニットの概略構成を示す説明図である。
【００２５】
　図２に示すように、観察窓１６の後端には、照明された被写体の光学像を結ぶ対物光学
系２１と、対物光学系２１の結像位置に受光面が配置された固体撮像素子としての例えば
電荷結像素子（以下、ＣＣＤという）２２とによって構成される撮像ユニット２３が配置
されている。対物光学系２１は、可動レンズ２１ａ及び固定レンズ２１ｂ及び図示しない
ズームレンズ等によって構成されており、可動レンズ２１ａ及び図示しないズームレンズ
は、レンズ駆動部２４によって観察光学系の光軸方向に進退駆動されるようになっている
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。レンズ駆動部２４としては、例えば、圧電アクチュエータ、圧電ワイヤ、モータ等が採
用される。レンズ駆動部２４によって可動レンズ２１ａを進退駆動することによって、フ
ォーカス制御を行うようになっている。
【００２６】
　レンズ駆動部２４からは信号線２５が延出されており、この信号線２５は、挿入部１１
、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、スコープコネクタ１４まで延設さ
れている。また、ＣＣＤ２２には、信号ケーブル２６の一端が接続され、信号ケーブル２
６は、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、スコープコネク
タ１４まで延設されている。
【００２７】
　スコープコネクタ１４には、伝送ケーブル３９が接続されており、スコープコネクタ１
４まで延設された信号線２５及び信号ケーブル２６は、更に、伝送ケーブル３９を介して
プロセッサ装置４に接続されるようになっている。
【００２８】
　信号ケーブル２６は、撮像素子駆動部４０から供給される駆動信号をＣＣＤ２２に伝送
する。これにより、ＣＣＤ２２は駆動され、被写体の光学像を電気信号に変換して、観察
画像の画像信号を信号ケーブル２６を介してプロセッサ装置４のＡ／Ｄ変換器４１に出力
するようになっている。なお、駆動信号には、ＣＣＤ２２を駆動するための動作クロック
及び電源電圧等が含まれる。
【００２９】
　Ａ／Ｄ変換器４１は、ＣＣＤ２２からの画像信号をデジタル信号に変換して、プロセッ
サ部４２に出力する。Ａ／Ｄ変換器４１からの画像信号はプロセッサ部４２の映像メモリ
４３に与えられる。映像メモリ４３は、ＣＣＤ２２の撮像によって得られた画像信号を順
次記憶する。映像制御部４４は画像メモリ４３から観察画像の画像信号を読み出して、所
定の信号処理を施した後、図示しないモニタに出力することができるようになっている。
こうして、モニタの表示画面上において、被写体の観察画像を表示することができる。
【００３０】
　映像プロセッサ部４２には、駆動制御部４６が設けられている。駆動制御部４６は、Ｃ
ＣＤ２２を駆動するための基本クロックＣＬＫ等を発生して撮像素子駆動部４０に出力す
るようになっている。撮像素子駆動部４０は、入力された基本クロック等に基づいて、Ｃ
ＣＤ２２を駆動するための駆動信号を発生するようになっている。
【００３１】
　本実施の形態においては、フォーカス制御は、分割領域決定部、選択部及びフォーカス
制御部としての映像制御部４４によって制御されるようになっている。映像制御部４４は
、被写体の画像信号に基づいて、フォーカス制御のための制御信号をアクチュエータ制御
回路４９に出力することができるようになっている。本実施の形態においては、映像制御
部４４は、比較用メモリ４５に記憶された比較用のデータと映像メモリ４３からの観察画
像とに基づいて、フォーカス制御のための制御信号を生成するようになっている。アクチ
ュエータ制御回路４９は、制御信号に基づいてレンズ駆動部２４を制御することで、可動
レンズ２１ａを進退駆動して、合焦状態を得るようになっている。
【００３２】
　映像制御部４４は、例えば、観察画像のコントラストに応じてフォーカスを制御する。
この場合において、本実施の形態においては、映像制御部４４は、観察画像を複数の領域
に分割し、複数の分割領域から少なくとも１つの分割領域を選択し、選択した分割領域（
以下、制御対象分割領域という）の観察画像が合焦状態となるように、制御信号を発生す
るようになっている。例えば、映像制御部４４は、制御対象分割領域の観察画像が最も高
コントラストとなるように制御を行う。
【００３３】
　映像制御部４４は、例えば、複数の分割領域のうち領域内の輝度の平均値が最も高い制
御対象分割領域や、最も高輝度の部分を有する制御対象分割領域を選択する通常フォーカ
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ス制御を行うことができるようになっている。この通常フォーカス制御では、例えば、輝
度が高い１つの制御対象分割領域において、最も高いコントラストが得られるように、可
動レンズ２１ａを進退駆動するための制御信号がアクチュエータ制御回路４９に出力され
る。
【００３４】
　本実施の形態においては、このような通常フォーカス制御だけでなく、内視鏡の観察画
像の特殊性に応じた遅延フォーカス制御も行われるようになっている。この遅延フォーカ
ス制御を行うか否かを判定するための比較用データが比較用メモリ４５に保持されている
。
【００３５】
　この遅延フォーカス制御においては、例えば、観察窓に汚れが付着している場合、観察
範囲内に出血が生じている場合、観察範囲内に鉗子等の処置具が存在する場合、患部に送
水する場合等において、フォーカス動作を制御することで、術者が希望する部位以外の部
位にオートフォーカス制御されてしまうことを防止することが可能である。
【００３６】
　即ち、本実施の形態における遅延フォーカス制御においては、観察画像の全分割領域の
うち選択すべき制御対象分割領域の候補から所定の分割領域を除外することにより、術者
が希望する部位以外の部位が合焦状態となることを防止するようになっている。
【００３７】
　比較用メモリ４５は、制御対象分割領域の候補から除外すべき分割領域（以下、フォー
カス制御除外領域という）を特定するための比較データを保持する。映像制御部４４は、
映像メモリ４３から得られる観察画像と比較データとを比較することで、フォーカス制御
除外領域を特定する。
【００３８】
　図３は比較用メモリ４５に記憶されている比較用データの一例を示す説明図である。な
お、図３は説明を簡略化するために比較用データをその内容に応じた文章にて示している
。図３の比較用データは、観察画像中の各被写体のうち合焦させたくない対象物（以下、
検出対象という）毎に、比較に用いる領域、比較内容及び制御内容を記述したものである
。なお、図３は一例であり、例えば図３の同一の検出対象についても、図３とは異なる領
域、異なる比較内容、異なる制御内容を設定可能である。図３に示すように、比較用デー
タとしては、フォーカス制御の制御内容も含んでよい。
【００３９】
　比較用データとしては、例えば、汚れを検出するためのもの、血液を検出するためのも
の、鉗子を検出するためのもの、送水を検出するためのもの等がある。汚れについての比
較用データとしては、例えば、各分割領域内の所定範囲（例えば、３０％以上の範囲）に
おいて輝度が所定期間変化しない部分が存在するか否かを判定すべきであることを示すも
のがある。また、血液についての比較用データとしては、各分割領域において波長が例え
ば６２５～７２０ｎｍ（赤い色）の範囲の成分のレベルが所定期間所定のレベルよりも高
い観察画像であるか否かを判定すべきであることを示すものがある。また、鉗子について
の比較用データとしては、例えば、鉗子口近傍の所定範囲の分割領域において輝度が所定
期間所定のレベルよりも高いことを判定すべきであることを示すものがある。また、送水
については、鉗子口近傍の所定範囲の分割領域においてコントラストが所定期間時間的に
ゆらいでいるか否かを判定すべきであることを示すものや、各分割領域におけるコントラ
ストに時間的なゆらぎが所定期間生じているか否かを判定すべきであることを示すもの等
が考えられる。なお、比較用データとしてはこれらに限定されるものではなく、内視鏡に
より撮像される観察画像の特殊性に応じて、種々設定可能である。
【００４０】
　例えば、映像制御部４４は、各分割領域内の所定範囲（例えば、３０％以上の範囲）に
おいて輝度が所定期間変化しない部分が存在する場合には、この分割領域をフォーカス制
御除外領域に設定する。これにより、例えば、観察窓１６に汚れが付着している場合にお
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いて、汚れの部分が合焦状態となることを防止することができる。
【００４１】
　また、例えば、映像制御部４４は、各分割領域が、例えば６２５～７２０ｎｍの波長範
囲の成分のレベルが所定期間所定のレベルよりも高い観察画像の部分である場合には、こ
れらの分割領域が出血を観察したものであると判定して、これらの分割領域をフォーカス
制御除外領域に設定する。なお、所定領域以上（例えば５０％以上）の分割領域において
出血が観察されたものと判定された場合には、映像制御部４４は、フォーカス制御を停止
させてもよく、或いはフォーカス制御として、対物光学系を遠点観察位置に移動させる遠
点制御を行うようにしてもよい。
【００４２】
　また、例えば、映像制御部４４は、鉗子口近傍の所定範囲の分割領域において輝度が所
定期間所定のレベルよりも高いことを判定した場合には、この分割領域をフォーカス制御
除外領域に設定する。これにより、例えば、観察範囲内に鉗子等の処置具が存在する場合
において、この部分が合焦状態となることを防止することができる。
【００４３】
　また、例えば、映像制御部４４は、鉗子口近傍の所定範囲の分割領域においてコントラ
ストのゆらぎが所定期間時間的にゆらいでいる場合には、鉗子口近傍の所定範囲の分割領
域をフォーカス制御除外領域に設定する。これにより、例えば、鉗子口から送水が行われ
た場合でも、この送水部分が合焦状態となることを防止することができる。
【００４４】
　また、例えば、映像制御部４４は、分割領域の多くの部分のコントラストに時間的なゆ
らぎが所定期間生じている場合には、全ての分割領域をフォーカス制御除外領域に設定す
る。これにより、例えば、送水等によって、正常にフォーカス制御を行うことができない
場合でも、フォーカス動作を禁止することで、非合焦状態となることを防止することがで
きる。
【００４５】
　なお、上記説明では、映像制御部４４は、比較用データによって比較すべき範囲として
指定される所定範囲の分割領域と、フォーカス制御除外領域とが一致する例を示したが、
両者は異なる領域であってもよい。
【００４６】
　プロセッサ装置４の各部には、電源回路４７によって駆動電圧が供給されるようになっ
ている。また、制御回路５１と映像プロセッサ部４２とはケーブル５２によって接続され
ており、制御回路５１は、映像プロセッサ部４２に制御されて、光源装置５内の各部を制
御するようになっている。
【００４７】
　また、プロセッサ装置４には、図示しない入力部が設けられている。術者は、この入力
部によって、上述した、比較用メモリ４５に記憶させる比較用データを設定することがで
きるようになっている。また、内視鏡２において図示しないメモリを設け、このメモリに
内視鏡毎の比較用データを保持し、内視鏡２をスコープコネクタ１４を介してプロセッサ
装置４に接続することで、内視鏡２内のメモリから読み出した比較用データを比較用メモ
リ４５に記憶させるようにしてもよい。
【００４８】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図４～図８を参照して説明する
。図４は本実施の形態における遅延フォーカス制御を説明するためのフローチャートであ
る。図５は通常フォーカス制御を説明するための説明図であり、図６は鉗子が挿入された
場合の遅延フォーカス制御を説明するための説明図であり、図７は鉗子口１７から送水が
行われた場合の遅延フォーカス制御を説明するための説明図であり、図８は近接観察時の
遅延フォーカス制御を説明するための説明図である。
【００４９】
　図５乃至図８は観察画像を示している。図５乃至図８において、格子状の線は分割領域
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の区分を示している。映像制御部４４は、分割領域の区分を示す線をモニタ上において表
示させてもよく、非表示としてもよい。図５乃至図８では、画像上のハッチング、ドット
及び模様等によって輝度の変化を示している。なお、図５では斜線ハッチング部が最も輝
度が高い領域であるものとする。
【００５０】
　図４のステップＳ１において、比較用メモリ４５に比較用データの登録が行われる。例
えば、術者が入力部を操作して、比較用データを登録してもよく、内視鏡に設けられたメ
モリや他の記録媒体に記録された比較用データを比較用メモリ４５に転送することで、比
較用データの登録を行ってもよい。
【００５１】
　また、内視鏡毎に、オートフォーカス制御を可能にするアクチュエータの有無、鉗子口
の位置、照明レンズの位置等は既知であるので、内視鏡の種類の設定のみによって詳細な
比較用データを登録することも可能である。また、分割領域の形状及びサイズについても
、内視鏡に内蔵された撮像素子の解像度等に基づく規定の値を比較用データとして比較用
メモリ４５に記憶させておくことも可能である。
【００５２】
　光源装置５からのＲ，Ｇ，Ｂ照明光は、ライトガイドを介して挿入部１１に伝達され、
照明レンズ１５から被写体に照射される。一方、プロセッサ装置４内の撮像素子駆動部４
０は、映像プロセッサ部４２の駆動制御部４６に制御されて、ＣＣＤ２２を駆動する。被
写体からの光学像は、観察窓１６から対物光学系２１に入射して、ＣＣＤ２２の受光面に
結像する。ＣＣＤ２２は、光学像を電気信号に変換して、観察画像の画像信号を出力する
。この画像信号は、信号ケーブル２６を介して、プロセッサ装置４のＡ／Ｄ変換器４１に
供給される。
【００５３】
　Ａ／Ｄ変換器４１は入力された画像信号をデジタル信号に変換して映像メモリ４３に出
力する。映像メモリ４３は入力された画像信号を記憶する。映像制御部４４から映像メモ
リ４３に記憶された観察画像の画像信号を読み出す。映像制御部４４は、読み出した画像
信号に所定の信号処理を施した後、モニタに出力する。これにより、モニタの表示画面上
において、観察画像が表示される。
【００５４】
　映像制御部４４は、観察画像をモニタの表示画面上に表示させながら、同時にオートフ
ォーカスのための制御を行う。即ち、映像制御部４４は、ステップＳ２において分割領域
を設定し、ステップＳ３において分割領域毎にコントラスト及び輝度を分析する。映像制
御部４４は、次のステップＳ４において、比較用メモリ４５から比較用データを読み出し
て、分割領域毎に、コントラスト及び輝度について比較用データによって指定された比較
を行う。映像制御部４４は、比較結果によってフォーカス制御除外領域を設定する必要が
ないと判断した場合には、通常フォーカス制御を行う。
【００５５】
　図５（ａ）は、通常フォーカス制御が行われる観察画像を示している。通常フォーカス
制御においては、分割領域の例えば輝度が分析され、図５（ｂ）の太枠で示す最も輝度が
高い分割領域が制御対象分割領域に設定される。そして、映像制御部４４は、アクチュエ
ータ制御回路４９に制御信号を出力して、制御対象分割領域の観察画像のコントラストが
最も高くなるように、対物光学系２１の可動レンズ２１ａを進退動させる。これにより、
図５（ｃ）の太枠に示す部分に合焦した観察画像が得られる。
【００５６】
（鉗子）
　ここで、図６（ａ）に示すように、鉗子口１７から体腔内に挿入された鉗子６１が観察
画像内に現れるものとする。鉗子６１の観察画像の輝度は極めて高い。鉗子６１が観察画
像内に現れることによって、映像制御部４４は、鉗子６１が位置する高輝度の分割領域を
制御対象分割領域に設定するので、鉗子６１が合焦状態となる。
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【００５７】
　一方、映像制御部４４は、ステップＳ４において比較を行う。観察画像中において鉗子
６１が現れる位置は既知である。映像制御部４４は、ステップＳ４における比較によって
、鉗子６１が現れるべき所定の範囲において輝度が極めて高い分割領域を検出する。これ
により、映像制御部４４は鉗子６１が現れるべき所定の領域に鉗子６１が現れた可能性が
あるものと判定することができる。映像制御部４４は、ステップＳ５において、所定範囲
において輝度が極めて高い分割領域が存在するものと検出した後所定期間が経過したか否
かを判定する。所定期間が経過していない場合には、処理をステップＳ３，Ｓ４に戻して
、コントラスト、輝度の分析及び比較を繰返す。なお、ステップＳ５の所定期間は、術者
によって適宜設定可能であり、所定期間の情報は各比較データ毎に比較用メモリ４５に記
憶されるようになっている。
【００５８】
　ステップＳ５において所定期間が経過したものと判定されると、映像制御部４４は、ス
テップＳ６において比較結果が同一の内容を示すものである場合には、鉗子６１が所定領
域に現れたものと判断して、図６（ｂ）の斜線にて示す所定領域をフォーカス制御除外領
域に設定する（ステップＳ７）。
【００５９】
　映像制御部４４は、全分割領域のうちフォーカス制御除外領域を除く領域から最も輝度
が高い分割領域を制御対象分割領域に設定する。そして、映像制御部４４は、再設定した
制御対象分割領域の観察画像のコントラストが最も高くなるように、対物光学系２１の可
動レンズ２１ａを進退動させる。こうして、鉗子６１が体腔内に挿入された場合でも、比
較的短い遅延時間の後に、この鉗子６１から術者が希望する部位にフォーカスを移動させ
ることができる。
【００６０】
　このように、鉗子が体腔内に挿入された場合には、先ず鉗子に合焦するので、鉗子の挿
入状態を観察することができると共に、所定期間後に鉗子から他の希望する部位にフォー
カスが移動するので、煩雑な操作をすることなく、観察したい部位を確実に観察すること
ができる。
【００６１】
（送水）
　次に、例えば鉗子口１７を利用して、体腔内に送水が行われるものとする。図７（ａ）
の塗り潰し部分は送水６２が行われていることを示している。観察画像内に送水６２の画
像が現れると、この送水６２の部分の輝度は高いので、映像制御部４４は、送水６２が行
われている高輝度の分割領域を制御対象分割領域に設定する。これにより、送水６２の部
分が合焦状態となる。
【００６２】
　送水は鉗子口１７等の規定の位置から行われるので、観察画像中において送水６２が現
れる位置は既知である。また、送水の観察画像はコントラストが時間的に揺らぐので、映
像制御部４４は、ステップＳ４における比較によって、送水６２が現れるべき所定の範囲
においてコントラストの時間的な揺らぎがある分割領域を検出する。これにより、映像制
御部４４は送水６２が現れるべき所定の領域に送水６２が現れた可能性があるものと判定
することができる。映像制御部４４は、ステップＳ５において、所定範囲においてコント
ラストが時間的に揺らぐ分割領域が存在するものと検出した後所定期間が経過したか否か
を判定する。所定期間が経過していない場合には、処理をステップＳ３，Ｓ４に戻して、
コントラスト、輝度の分析及び比較を繰返す。
【００６３】
　ステップＳ５において所定期間が経過したものと判定されると、映像制御部４４は、ス
テップＳ６において比較結果が同一の内容を示すものである場合には、送水６２が所定領
域に現れたものと判断して、図７（ｂ）の斜線にて示す所定領域をフォーカス制御除外領
域に設定する（ステップＳ７）。
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【００６４】
　映像制御部４４は、全分割領域のうちフォーカス制御除外領域を除く領域から最も輝度
が高い分割領域を制御対象分割領域に設定する。そして、映像制御部４４は、再設定した
制御対象分割領域の観察画像のコントラストが最も高くなるように、対物光学系２１の可
動レンズ２１ａを進退動させる。こうして、送水６２が観察画像中に現れた場合でも、比
較的短い遅延時間の後に、この送水６２の部分から術者が希望する部位にフォーカスを移
動させることができる。
【００６５】
　このように、送水が行われた場合には、先ず送水に合焦するので、術者は送水が行われ
たことを観察することができると共に、所定期間後に送水部分から他の希望する部位にフ
ォーカスが移動するので、煩雑な操作をすることなく、観察したい部位を確実に観察する
ことができる。
【００６６】
　なお、図７の例は送水の発生時におけるフォーカス制御を説明するものである。送水が
継続されると、被写体の多くの部分に送水が達することが考えられる。この場合には、映
像制御部４４は、全分割領域においてコントラストの時間的な揺らぎを検出する。所定数
の分割領域においてコントラストの時間的な揺らぎが所定期間継続したことを検出すると
、映像制御部４４は、コントラストの時間的な揺らぎが検出された分割領域又は全分割領
域をフォーカス制御除外領域に設定する。全分割領域をフォーカス制御除外領域に設定す
ることは、フォーカス動作を禁止することと等価である。
【００６７】
　このように、送水が被写体の多くの部分に行われている場合において、送水部分からフ
ォーカスを他の部分に移動させるようにして、観察画像の視認性が不良となることを防止
することができる。
【００６８】
　また、ノズル１８から観察窓１６に、洗浄のための送水が行われることもある。この場
合には、送水の範囲は既知であり、映像制御部４４は、送水範囲に対応する分割領域につ
いてコントラストの時間的な揺らぎが所定期間継続したことを検出すると、この分割領域
をフォーカス制御除外領域に設定する。こうして、この場合にも、送水部分からフォーカ
スを他の部分に移動させるようにして、観察画像の視認性が不良となることを防止するこ
とができる。
【００６９】
（近接撮影）
　次に、近接撮影が行われるものとする。近接撮影時には、照明レンズ１５からの照明光
の影響によって、観察画像の周辺部において高輝度部分が生じる。図８（ａ）の領域６３
は照明レンズ１５による高輝度部分を示している。なお、図１では２つの照明レンズ１５
が配設されている例を示したが、図８（ａ）では３つの照明レンズが配設された場合の例
を示している。観察画像内に照明による高輝度部分が現れると、映像制御部４４は、照明
による高輝度の分割領域を制御対象分割領域に設定する。これにより、照明による高輝度
部分が合焦状態となる。
【００７０】
　照明による高輝度部分は、照明レンズ１５の位置に対応しており、既知である。映像制
御部４４は、ステップＳ４における比較によって、近接撮影時に照明レンズ１５によって
高輝度となる所定の範囲の輝度と観察画像の中央部分の輝度とを比較し、両者の差が所定
の閾値以上となるか否かを判定する。これにより、映像制御部４４は近接撮影時の照明に
よる高輝度部分が生じた可能性があるものと判定することができる。映像制御部４４は、
ステップＳ５において、近接撮影時の照明による高輝度部分が存在するものと検出した後
所定期間が経過したか否かを判定する。所定期間が経過していない場合には、処理をステ
ップＳ３，Ｓ４に戻して、コントラスト、輝度の分析及び比較を繰返す。
【００７１】
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　ステップＳ５において所定期間が経過したものと判定されると、映像制御部４４は、ス
テップＳ６において比較結果が同一の内容を示すものである場合には、近接撮影によって
照明による高輝度部分が観察画像の所定領域に現れたものと判断して、図８（ｂ）の斜線
にて示す所定領域をフォーカス制御除外領域に設定する（ステップＳ７）。
【００７２】
　映像制御部４４は、全分割領域のうちフォーカス制御除外領域を除く領域から最も輝度
が高い分割領域を制御対象分割領域に設定する。そして、映像制御部４４は、再設定した
制御対象分割領域の観察画像のコントラストが最も高くなるように、対物光学系２１の可
動レンズ２１ａを進退動させる。こうして、近接撮影時に照明による高輝度部分が生じた
場合でも、比較的短時間の後に、術者が希望する部位にフォーカスを移動させることがで
きる。
【００７３】
　このように、近接撮影時においても、所定期間後に照明による高輝度部分から他の希望
する部位にフォーカスが移動するので、煩雑な操作をすることなく、観察したい部位を確
実に観察することができる。
【００７４】
　なお、上記各例においては、フォーカス制御を停止させる場合があることを説明したが
、フォーカス制御を停止させることに代えて対物光学系を遠点観察位置に移動させる遠点
制御を行うようにしてもよい。
【００７５】
　このように本実施の形態においては、内視鏡の観察画像の特殊性を考慮して、観察画像
に所定の変化が生じたか否かを判定することで、フォーカス制御除外領域を設定すること
で、術者が希望する部位以外の部位が合焦状態となることを防止するようになっている。
【００７６】
　なお、本実施の形態においては、面順次式の内視鏡を例に説明したが、単板式の撮像素
子を用いた点順次式の内視鏡等にも同様に適用可能であることは明らかである。
【００７７】
（第２の実施の形態）
　図９は本発明の第２の実施の形態において採用される動作フローを示すフローチャート
である。図９において図４と同一の手順については同一符号を付して説明を省略する。本
実施の形態におけるハードウェア構成は第１の実施の形態と同様であり、遅延フォーカス
制御の制御方法のみが第１の実施の形態と異なるのみである。
【００７８】
　第１の実施の形態においては、映像制御部４４は、図４のステップＳ３の輝度及びコン
トラストの分析結果を用いて、遅延フォーカス制御とは独立して通常フォーカス制御を実
施した。従って、第１の実施の形態においては、鉗子等の高輝度部分に合焦された後、術
者等の設定に基づく所定期間後に、これらの高輝度部分がフォーカス制御除外領域に設定
されて他の部位にフォーカスが移動するようになっている。
【００７９】
　これに対し、本実施の形態においては、映像制御部４４は、ステップＳ１１において遅
延フォーカス制御の対象か否かを判定する。即ち、映像制御部４４は、ステップＳ４の比
較の結果によって、例えば鉗子口近傍の所定範囲が極めて高輝度になって鉗子が挿入され
たことを検出した場合のように、比較用データにより指定された分割領域を制御対象分割
領域から除外する可能性があるか否かを判定する。除外する可能性がない場合には、処理
をステップＳ１２に移行して、通常のフォーカス制御を行う。除外する可能性がある場合
には、映像制御部４４は、ステップＳ５，Ｓ６の判定を行って、ステップＳ７においてフ
ォーカス除外領域を設定するか否かを決定する。
【００８０】
　従って、本実施の形態においては、観察画像に遅延フォーカス制御の対象となる画像部
分が現れた場合には、ステップＳ５の所定期間に基づく時間だけ、フォーカス制御が禁止
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されることになる。例えば、鉗子が鉗子口１７から体腔内に挿入された場合には、映像制
御部４４は、鉗子口近傍の所定領域において極めて輝度が高くなる分割領域を検出するの
で、フォーカス制御が禁止される。従って、この場合には、鉗子にフォーカスが移動しな
い。
【００８１】
　そして、ステップＳ３～Ｓ７によってフォーカス制御除外領域が設定された後、フォー
カス制御が行われる。従って、鉗子等のようにフォーカスを移動させたくない被写体に基
づく画像部分には合焦されず、術者が希望する部位のみが合焦される。
【００８２】
　このように本実施の形態においては、術者が希望する被写体部分のみに合焦が行われる
ので、作業性に優れているという利点がある。
【００８３】
　なお、上記第１の実施の制御と第２の実施の形態の制御とを切換え可能に構成すること
ができることは明らかである。また、比較用メモリ４５に制御の切換えの情報を保持させ
ることで、各比較用データ毎に制御を選択させることも可能である。
【００８４】
（変形例）
　図１０は本発明の第１の実施の形態における鉗子検出の変形例を示すフローチャートで
ある。図１０は観察画像中に鉗子が現れる場合において、図４のステップＳ４～Ｓ６の処
理に代えて採用するフローを示している。
【００８５】
　本変形例は、観察画像中に鉗子の画像が存在することを判別するための他の例を示して
いる。比較用メモリ４５には、鉗子が現れるべき観察画像中の所定領域（以下、領域Ｂと
いう）とその他の領域（以下、領域Ａ）の情報が記憶されている。
【００８６】
　映像制御部４４は、図１０のステップＳ２１において、領域Ａにおける例えば輝度変化
が十分に小さいか否かを判定する。例えば、映像制御部４４は、領域Ａの平均的な輝度変
化が１０％以下であるか否かを判定する。映像制御部４４は、領域Ａの平均的な輝度変化
が１０％よりも大きい場合には処理を終了する。領域Ａの平均的な輝度変化が１０％以下
の場合には、映像制御部４４は、次のステップＳ２２において、領域Ｂにおける例えば輝
度変化が十分に大きいか否かを判定する。例えば、映像制御部４４は、領域Ｂの平均的な
輝度変化が２０％以上であるか否かを判定する。映像制御部４４は、領域Ｂの平均的な輝
度変化が２０％よりも小さい場合には処理を終了する。領域Ｂの平均的な輝度変化が２０
％以上の場合には、映像制御部４４は、次のステップＳ２３において、鉗子の画像が観察
画像中に現れたものと判定する。
【００８７】
　このように、本変形例においては、領域Ａの輝度変化が十分に小さく、且つ領域Ｂの輝
度変化が十分に大きい場合には、領域Ｂに鉗子の画像が現れたものと判定する。この判定
によって、鉗子口１７から鉗子が体腔内に挿入されたことを確実に判定することができる
。
【００８８】
　図１１は他の変形例を示すフローチャートである。図１１は図４のステップＳ４～Ｓ７
の処理に代えて採用可能なフローを示している。図１１において図１０と同一の手順には
同一符号を付して説明を省略する。
【００８９】
　本変形例は近点観察時に鉗子が挿入された場合に、遠点観察に変更するものである。図
１１のステップＳ３１においては、映像制御部４４は、近点観察が行われているか否かを
判定する。近点観察が行われている場合には、次のステップＳ２１，Ｓ２２によって鉗子
が体腔内に挿入されたか否かを判定する。近点観察時に鉗子が体腔内に挿入されたことを
検出すると、映像制御部４４は、対物レンズ２１を遠点観察位置に設定して、遠点観察を
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実施する（ステップＳ３２）。
【００９０】
　鉗子口１７と体腔表面との間隔は比較的小さく、鉗子を必要以上に挿入すると、鉗子が
体腔に穿孔する虞がある。鉗子挿入時において近点観察或いは拡大観察を行っている場合
には、鉗子が非合焦となり鉗子を容易に確認することはできない。そこで、本変形例では
、拡大観察時及び近点観察時に鉗子が挿入される場合には、遠点観察することで、鉗子及
び体腔表面の両方を確実に視認可能にする。
【００９１】
　なお、比較用メモリ４５に近点観察時の比較用データを記憶させておくことで、本変形
例の動作が可能である。
【００９２】
　図１２は他の変形例を示すフローチャートである。図１２において図１０と同一の手順
には同一符号を付して説明を省略する。
【００９３】
　鉗子口１７を介して挿入される鉗子としては、多種多様のものがある。処置に応じて特
定の種類の鉗子が選択される。従って、鉗子の種類によっては、どのようなフォーカス制
御にすべきかが決まっていることもある。
【００９４】
　本変形例はこのような場合に対応したものであり、鉗子の種類を特定することで、フォ
ーカス制御を制御するものである。例えば、鉗子には種類に応じて色が着色されているこ
とがある。この場合には、映像制御部４４は、鉗子の色を判別することで、フォーカス制
御を制御することができる。
【００９５】
　例えば、鉗子組織回収用のバスケットである場合にはこのバスケットに赤を着色し、鉗
子が高周波スネアである場合にはこの高周波スネアに緑を着色し、その他の鉗子には青を
着色しているものとする。
【００９６】
　映像制御部４４は、図１２のステップＳ２２において、観察画像中に鉗子の画像が存在
することを検出すると、ステップＳ４１において、鉗子の色を判定する。例えば、映像制
御部４４は、鉗子が存在すべき分割領域において波長が６２５～７２０ｎｍ（赤）の成分
、波長が５００～５６５ｎｍ（緑）の成分、波長が４５０～５８５ｎｍ（青）の成分のレ
ベルを検出することで、鉗子の色を判定することができる。
【００９７】
　映像制御部４４は、鉗子が赤で着色されていると判定した場合には、遠点制御する（ス
テップＳ４２）。これにより、バスケットを用いた組織回収作業の視認性を向上させるこ
とができる。また、映像制御部４４は、鉗子が緑で着色されていると判定した場合には、
近点制御する（ステップＳ４４）。これにより、高周波スネアを用いた焼灼作業の視認性
を向上させることができる。また、映像制御部４４は、鉗子が青で着色されていると判定
した場合には、中点制御する（ステップＳ４３）。これにより、その他の鉗子を用いた場
合の視認性を向上させることができる。
【００９８】
　なお、この場合においても、比較用メモリ４５に、鉗子の色、比較方法及び制御方法を
比較用データとして記憶させておくことで、本変形例の動作が可能である。
【００９９】
　なお、本変形例では、鉗子を着色によって識別する例を説明したが、鉗子に記された記
号等によっても鉗子を識別することが可能である。映像制御部４４は鉗子に記された記号
を判別することで、判別結果に応じたフォーカス制御が可能である。
【０１００】
　図１３は他の変形例を示すフローチャートである。
【０１０１】
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　本変形例は映像制御部４４におけるフォーカス制御の一例を示している。コントラスト
を用いた一般的なフォーカス制御においては、制御対象分割領域において、対物光学系２
１を遠点側又は近点側に移動させながらコントラストを検出し、最大コントラストが得ら
れる対物光学系２１のレンズ位置で合焦状態となったものとする。
【０１０２】
　これに対し、本変形例では、コントラスト色収差を利用し、各色毎のコントラストの大
小に基づいて対物光学系２１のレンズ位置を制御するようになっている。
【０１０３】
　図１４は横軸にフォーカス位置（距離）をとり縦軸にコントラストをとって、赤色光の
コントラストＣＲ及び青色光のコントラストＣＢの変化を示すグラフである。図１４に示
すように、赤色光は比較的近点側で合焦状態となり、青色光は比較的遠点側で合焦状態と
なる。
【０１０４】
　映像制御部４４は、図１３のステップＳ５１において、制御対象分割領域について色別
のコントラストを求める。映像制御部４４は、ステップＳ５２において、色別のコントラ
ストを比較する。いま、赤色光のコントラストＣＲが青色光のコントラストＣＢよりも大
きいものとする。この場合には、図１４に示すように、フォーカスは近点側にあるので、
対物光学系２１の可動レンズ２１ａを遠点観察位置側に移動させる（ステップＳ５４）。
【０１０５】
　逆に、赤色光のコントラストＣＲが青色光のコントラストＣＢよりも小さい場合には、
図１４に示すように、フォーカスは遠点側にあるので、映像制御部４４は、対物光学系２
１の可動レンズ２１ａを近点観察位置側に移動させる（ステップＳ５５）。
【０１０６】
　このように、映像制御部４４は、ＣＲとＣＢの大小を比較して、その差が０或いは所定
位置になるように可動レンズ２１ａを移動させる。即ち、映像制御部４４は、色別のコン
トラストを比較することで、フォーカス制御が可能である。
【０１０７】
　本変形例によれば、色別のコントラストの大小によって可動レンズ２１ａの移動方向を
決定することができることから、短時間で合焦させることができるという利点がある。ま
た、可動レンズ２１ａの位置を検出する位置センサを設けることなく、フォーカス制御が
可能である。位置センサが不要であるので、小型化が可能であるという利点もある。
【０１０８】
　なお、本変形例においても、比較用メモリ４５に、対物光学系２１における色収差の情
報を記憶させることで、本変形例の動作が可能である。
【０１０９】
　図１５及び図１６は他の変形例を説明するための説明図である。
【０１１０】
　上記説明においては、映像制御部４４が制御対象分割領域を自動的に決定する例につい
て説明したが、制御対象分割領域を手動で設定することも可能である。本変形例では、制
御対象分割領域を指定するための入力部として、タッチセンサ７１を用いる例について説
明する。
【０１１１】
　図１５はタッチセンサ７１を具体的に示している。タッチセンサ７１は、複数の領域７
１ａ～７１ｄ，７１ｏに分割されており、各領域を指等で接触することによって、各領域
に対応した操作信号が映像制御部４４に供給されるようになっている。例えば、タッチセ
ンサ７１の中央の領域７１ｏを所定の時間内に複数回タッチすることによって、制御対象
分割領域を自動的に決定する自動モードと手動で設定する手動モードとを切換えることも
できるようになっている。
【０１１２】
　映像制御部４４は、制御対象分割領域の手動モード時において、タッチセンサ７１の領
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域７１ａ～７１ｄ，７１ｏがタッチされると、観察画像７２の対応する分割領域を制御対
象分割領域に設定するようになっている。
【０１１３】
　図１６はタッチセンサ７１の領域７１ａ～７１ｄ，７１ｏに夫々対応する観察画像７２
の分割領域７２ａ～７２ｄ，７２ｏを太線によって示している。例えば、術者がタッチセ
ンサ７１の領域７１ａをタッチすることによって、映像制御部４４は、観察画像７２中の
分割領域７２ａを制御対象分割領域に設定する。
【０１１４】
　このように、本変形例では、術者の手動操作によって制御対象分割領域を設定すること
ができ、自動モードにおいて術者が希望しない部位が合焦された場合でも、手動モードに
切換えて指定することより、術者が希望する分割領域に合焦させることが可能である。
【０１１５】
　また、タッチセンサ７１の各領域７１ａ～７１ｄ，７１Ｏの位置と観察画像７２中の各
分割領域７２ａ～７２ｄ，７２ｏとが、位置的に１対１に対応しているので、直感的な操
作によって所望の分割領域を制御対象分割領域に設定することができるという利点もある
。
【０１１６】
　なお、分割領域７２ａ～７２ｄ，７２ｏの表示については、観察画像中に表示させても
よく、表示させなくてもよい。
【０１１７】
　また、本変形例においては、分割領域に１対１に対応する領域を有するタッチセンサ７
１を用いて制御対象分割領域を指定する例について説明したが、例えば、分割領域の選択
操作をフットスイッチ等に割り当ててもよい。この場合には、フットスイッチを操作毎に
選択する分割領域を切換えるトグル操作が可能である。
【０１１８】
　図１７はアクティブ方式のフォーカス制御を行う内視鏡システムを示す説明図である。
【０１１９】
　上記各実施の形態においては、コントラストを用いたパッシブ方式のフォーカス制御を
行う例について説明した。これに対し、図１７は赤外線等の反射波の遅延時間によって被
写体までの測距を行い、測距結果に基づいてフォーカスを制御するアクティブ方式の例を
示している。
【０１２０】
　なお、図１７の内視鏡システムにおいては、内視鏡１０１は、測距のための構成を有し
ている点を除き図１の内視鏡２と同様の構成のものを採用することができる。また、光源
装置１０５は、測距のための構成を有している点を除き図１の光源装置５と同様の構成の
ものを採用することができる。また、プロセッサ装置１０４は、測距のための構成、測距
結果に基づいてフォーカス制御及び表示を行うための構成を除き、図１のプロセッサ装置
４と同様の構成のものを採用することができる。
【０１２１】
　即ち、内視鏡１０１は、体腔内に挿入される細長い挿入部１１を有し、挿入部１１の基
端部には操作者に操作される操作部１２が連設されている。この操作部１２からユニバー
サルコード１３が延出されており、ユニバーサルコード１３の延出端部は図示しないスコ
ープコネクタを介して光源装置１０５及びプロセッサ装置１０４に接続されるようになっ
ている。
【０１２２】
　挿入部１１の先端部には、観察対象を照明する照明光学系の照明レンズ１５が配設され
ている。なお、図１７では、２つの照明レンズ１５を有する例を示している。照明レンズ
１５の後端面には、照明光を導光するライトガイド１３１の先端部が接続されている。ラ
イトガイド１３１は、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、
スコープコネクタまで延設されている。スコープコネクタを光源装置１０５に接続するこ



(19) JP 2011-139760 A 2011.7.21

10

20

30

40

50

とにより、ライトガイド１３１を介して照明レンズ１５に照明光を供給し、照明レンズ１
５から挿入部１１前方の被写体に照明光を照射することが可能である。
【０１２３】
　更に、内視鏡１０１においては、挿入部１１の先端に、照明レンズ１５の出射光の被写
体からの反射光を受光する受光窓２０が配設されている。そして、受光窓２０の後端には
、先端が受光窓２０に臨み、被写体からの反射光を導光するライトガイド１３２が配設さ
れている。ライドガイド１３２は、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３を
挿通されて、スコープコネクタまで延設されている。スコープコネクタを光源装置１０５
に接続することにより、ライトガイド１３２を介して被写体からの反射光が、光源装置１
０５内の光センサ１２４に供給されるようになっている。
【０１２４】
　挿入部１１内には、様々な処置具を挿通可能とする図示しないチャンネルが設けてある
。このチャンネルは、先端部１１において開口する鉗子口１７と、操作部１２の前端付近
の処置具挿入口１９と、鉗子口１７及び処置具挿入口１９とを接続する図示しないチャン
ネルチューブとによって構成される。
【０１２５】
　そして、この処置具挿入口１９から処置具を挿入することにより、処置具の先端側を鉗
子口１７から突出させることができ、患部組織を採取したり、切除などの処置を行うこと
ができるようになっている。また、操作部１２には、挿入部１１の先端を湾曲させるため
のアングルノブ３０、各種スイッチ３１も配設されている。
【０１２６】
　挿入部１１の先端には、照明レンズ１５に隣接して観察窓１６が設けられている。なお
、観察窓１６の近傍には、観察窓１６に送水等を行って観察窓１６を洗浄するためのノズ
ル１８が配設されている。
【０１２７】
　挿入部１１の先端部には、図２に示す撮像ユニットが内蔵されている。観察窓１６の後
端には、照明された被写体の光学像を結ぶ対物光学系２１と、対物光学系２１の結像位置
に受光面が配置された固体撮像素子としての例えば電荷結像素子（ＣＣＤ）２２とによっ
て構成される撮像ユニット２３が配置されている。
【０１２８】
　対物光学系２１は、可動レンズ２１ａ及び固定レンズ２１ｂによって構成されており、
可動レンズ２１ａは、レンズ駆動部２４によって観察光学系の光軸方向に進退駆動される
ようになっている。レンズ駆動部２４としては、例えば、圧電アクチュエータ、圧電ワイ
ヤ、モータ等が採用される。レンズ駆動部２４によって可動レンズ２１ａを進退駆動する
ことによって、フォーカス制御を行うようになっている。
【０１２９】
　レンズ駆動部２４からは信号線２５が延出されており、この信号線２５は、挿入部１１
、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、スコープコネクタまで延設されて
いる。また、ＣＣＤ２２には、信号ケーブル２６の一端が接続され、信号ケーブル２６は
、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３を挿通されて、スコープコネクタま
で延設されている。
【０１３０】
　スコープコネクタには、図示しない伝送ケーブルが接続されており、スコープコネクタ
まで延設された信号線２５及び信号ケーブル２６は、更に、伝送ケーブルを介してプロセ
ッサ装置１０４に接続されるようになっている（図示省略）。
【０１３１】
　信号ケーブル２６は、プロセッサ装置１０４に配設された図示しない撮像素子駆動部か
ら供給される駆動信号をＣＣＤ２２に伝送する。これにより、ＣＣＤ２２は駆動され、被
写体の光学像を電気信号に変換して、観察画像の画像信号を信号ケーブル２６を介してプ
ロセッサ装置１０４に出力するようになっている。なお、駆動信号には、ＣＣＤ２２を駆
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動するための動作クロック及び電源電圧等が含まれる。
【０１３２】
　なお、プロセッサ装置１０４には、駆動制御部４６が設けられており、駆動制御部４６
は、ＣＣＤ２２を駆動するための基本クロックＣＬＫ等を発生して撮像素子駆動部に出力
するようになっている。撮像素子駆動部は、入力された基本クロック等に基づいて、ＣＣ
Ｄ２２を駆動するための駆動信号を発生するようになっている。
【０１３３】
　光源装置１０５はランプ５６を有する。ランプ５６の照明光は、回転カラーフィルタ１
２１を介してスコープコネクタ内のライトガイド１３１の入射端面に入射されるようにな
っている。図１７の例では、回転カラーフィルタ１２１には、Ｒ，Ｇ，Ｂ光を透過するフ
ィルタの他に、測距を行うための赤外光又は紫外光等を透過させるフィルタが配設されて
いる。
【０１３４】
　回転制御回路１２２は、駆動制御部４６によって制御されて、面順次式の撮像を可能に
するために、所定のタイミングでＲ，Ｇ，Ｂ用のフィルタをランプ５６の光軸上に配置さ
せるという、回転カラーフィルタ１２１の回転制御を行う。更に、本実施の形態において
は、回転制御回路１２２２は、フォーカス制御のための測距を行うタイミングにおいて、
赤外光等を透過させるフィルタをランプ５６の光軸上に配置させるために、回転カラーフ
ィルタ１２１の回転制御を行う。また、回転制御回路１２２は、回転カラーフィルタ１２
１から赤外光等が出射されたタイミングの情報を遅延時間比較回路１２３に出力するよう
になっている。
【０１３５】
　ライトガイド１３２によって導光された被写体の反射光は、光センサ１２４に入射する
。光センサ１２４は被写体の反射光を受光し、受光結果を遅延時間比較回路１２３に出力
する。
【０１３６】
　遅延時間比較回路１２３には、回転カラーフィルタ１２１から赤外光等が出射されたタ
イミングの情報と、被写体の反射光の受光結果とが与えられ、回転カラーフィルタ１２１
を出射した赤外光等が光センサ１２４によって受光されるまでの遅延時間を求める。遅延
時間比較回路１２３が求めた遅延時間の情報は、プロセッサ装置１０４の演算回路１１４
に供給される。
【０１３７】
　演算回路１１４には、ライトガイド１３１，１３２の長さの情報等が与えられており（
図示省略）、演算回路１１４は遅延時間の情報とライトガイド１３１，１３２の長さの情
報等に基づいて、挿入部１１の先端の照明レンズ１５から被写体までの距離を測距するよ
うになっている。更に、演算回路１１４には、照明レンズ１６、対物光学系２１及びＣＣ
Ｄ２２を含む撮像ユニット２３の構成についての情報も与えられており、測距結果に基づ
いてフォーカスを制御するための制御信号をアクチュエータ制御回路４９に出力するよう
になっている。アクチュエータ制御回路４９は、制御信号に基づいてレンズ駆動部２４を
制御することで、可動レンズ２１ａを進退駆動して、合焦状態を得るようになっている。
【０１３８】
　また、図１７の例においては、演算回路１１４が求めた測距結果は距離表示回路１１５
にも供給されるようになっている。距離表示回路１１５は、測距結果を図示しないモニタ
の表示画面に表示するための表示制御を行う。
【０１３９】
　なお、プロセッサ装置１０４は、ＣＣＤ２２からの画像信号をデジタル信号に変換する
図示しないＡ／Ｄ変換器、Ａ／Ｄ変換器からの画像信号に基づいて観察画像をモニタに表
示させるための映像制御部等を備えている。
【０１４０】
　このように構成された内視鏡システムにおいては、ランプ５６から照射された光は回転
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カラーフィルタ１２１のフィルタを透過し、ライトガイド１３１を介して被写体に照射さ
れる。回転カラーフィルタ１２１の赤外光用のフィルタがランプ５６の光軸上に介在する
ように制御されることにより測距が行われる。この場合には、ライトガイド１３１によっ
て赤外光が伝達されて被写体に照射される。
【０１４１】
　被写体の反射光は、受光窓２０からライトガイド１３２を介して光源装置１０５に伝達
されて、光センサ１２４に入射する。光センサ１２４は被写体の反射光の受信結果を遅延
時間比較回路１２３に出力する。
【０１４２】
　遅延時間比較回路１２３は、回転制御回路１２２の出力と光センサ１２４の出力とから
、回転カラーフィルタ１２１からの赤外光の出射から光センサ１２４への反射光の入射ま
での遅延時間を求めて演算回路１１４に出力する。
【０１４３】
　演算回路１１４は、遅延時間の情報に基づいて、内視鏡１０１の先端から被写体までの
距離を算出する。また、演算回路１１４は、測距結果に基づいて、最適な深度になるよう
にアクチュエータ制御回路４９に制御信号を出力する。これにより、アクチュエータ制御
回路４９は、レンズ駆動部２４を制御して、可動レンズ２１ａを進退駆動させ、合焦状態
を得る。
【０１４４】
　また、演算回路１１４は、測距結果を距離表示回路１１５に出力する。距離表示回路１
１５は、測距結果をモニタの表示画面に表示させる。
【０１４５】
　回転カラーフィルタ１２１からは、Ｒ，Ｇ，Ｂ光が順次出射されることにより、撮像ユ
ニット２３において被写体を面順次で撮像する通常撮影が行われる。この場合における撮
像動作は一般的な面順次式電子内視鏡と同様であり、説明を省略する。
【０１４６】
　このように図１７の例においては、被写体までの距離を測距してオートフォーカス制御
を行っている。従来、内視鏡においてアクティブ方式のフォーカス制御を行う場合には、
測距センサを内蔵する必要があった。しかし、測距センサのサイズは大きく、測距センサ
を内蔵しようとすると内視鏡径が極めて大きくなっしまう。これに対し、図１７の例では
、光源装置からの出射光を利用し、ライトガイドによって内視鏡挿入部に光を伝達し、内
視鏡挿入部の先端から被写体に光を照射し、その反射光をライトガイドを介して光源装置
に伝達して光センサによって検出することにより、内視鏡挿入部の先端から被写体までの
距離を求めるようになっている。
【０１４７】
　このように、図１７の例では、光源装置に測距用の光センサを設けており、内視鏡径を
大きくすることなく、測距が可能である。被写体までの距離を測距してオートフォーカス
制御を行っており、オートフォーカス制御に必要な演算量を低減して、高速なオートフォ
ーカスが可能である。
【０１４８】
　なお、上記説明では、測距時には、赤外光等を出射する例について説明したが、Ｒ，Ｇ
，Ｂ光のいずれかを測距に用いるようにしてもよい。この場合には、光センサとして、測
距に用いる色光の受光感度が高いものを採用する。なお、赤外光は減衰が比較的少ないの
で、測距用の光として赤外光を用いると、暗いシーンでの測距が可能であるという利点が
ある。
【０１４９】
　また、図１７の例では、オートフォーカス制御のための測距機能だけでなく、術者が被
写体までの距離を把握するため、測距結果を表示する機能を有している。これにより、術
者の処置を補助することができるという利点がある。
【符号の説明】
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【０１５０】
　　１…内視鏡システム、２…内視鏡、４…プロセッサ装置、５…光源装置、１１…挿入
部、１２…操作部、１５…照明レンズ、１６…観察窓、１７…鉗子口、４２…映像プロセ
ッサ部、４３…映像メモリ、４４…映像制御部、４５…比較用メモリ、４９…アクチュエ
ータ制御回路。

【図１】 【図２】
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